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１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 
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１ 指定統計調査の承認 

指定統計調査の名称 承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

民間給与実態統計

調査 

19.12.7 ○ 集計結果の業種分類を現行の 10 分類から

14 分類に変更する。 

○ 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）の改正

を踏まえ、給与所得者用調査票の「損害保険

料控除」欄を「地震保険料控除」欄に変更す

る。 

○ 給与階級別の諸控除に関する集計表に男女別表章

を追加する。また、再雇用制度の導入等を踏まえ、年

齢別表章の60歳以上の区分に、60～64、65～69、70

歳以上という区分を追加する。 

国税庁長官 

国民生活基礎調査 

 

19.12.12 ○ 平成 20 年４月から後期高齢者医療が実施

されることに伴い、医療保険の加入状況に関す

る設問の選択肢に「後期高齢者医療」を追加し、

平成 20 年の調査から適用する。 

厚生労働大臣

個人企業経済調査 

 

19.12.19 ○ 都道府県への法定受託事務の一部を民間事

業者に委託することが可能となるよう調査方

法に民間事業者への委託に係る記述を追加す

る。 

総務大臣 

学校基本調査 

 

19.12.25 ○ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）及び

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）

の一部改正に伴い、調査票及び調査要綱につい

て以下の変更を行う。 

(1) 公立大学法人が高等専門学校を設置するこ

とが可能となることに伴い、調査の目的を変更

する。 

(2) 学校（幼稚園）の並び順を変更する。 

(3) 電子調査票収集システムに関する届出様式

の規定を廃止する。 

(4) 都道府県の提出物を変更する。 

(5) 「副校長（幼稚園は副園長）・主幹教諭・

指導教諭」を追加する。 

文部科学大臣

学校教員統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.25 ○ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）及び

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）

の一部改正に伴い、調査票及び調査要綱につい

て以下の変更を行う。 

(1) 公立大学法人が高等専門学校を設置するこ

とが可能となることに伴い、調査の方法を変更

する。 

(2) 学校（幼稚園）の並び順を変更する。 

(3) 「副校長（幼稚園は副園長）・主幹教諭・

文部科学大臣 
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指定統計調査の名称 承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

指導教諭」を追加する。 

学校保健統計調査 

 

 

19.12.25 ○ 学校教育法（昭和 22 年 3月 31 日法律第 26

号）の一部改正に伴い、調査票及び調査要綱に

ついて、学校（幼稚園）の並び順を変更する。 

文部科学大臣 
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２ 承認統計調査の承認 

承 認 番 号 承認年月日 統 計 調 査 の 名 称 申 請 者

No.27113 

(旧 No.     ) 
H19.12.3 

自動車購入者に対するアンケート調査 

（自動車購入者に対するアンケート調査票） 
総務大臣 

No.27114 

(旧 No.22669) 
H19.12.10 

遊漁採捕量調査 

（遊漁採捕量調査票（遊漁船業者用）） 
水産庁長官 

No.27115 

(旧 No.     ) 
H19.12.10 

遊漁採捕量調査 

（遊漁採捕量調査票（プレジャーモーターボート所有者

用）） 

水産庁長官 

No.27116 

(旧 No.25919) 
H19.12.10 

金属加工統計調査 

（金属熱処理加工月報） 
経済産業大臣 

No.27117 

(旧 No.25920) 
H19.12.10 

金属加工統計調査 

（金属プレス加工月報） 
経済産業大臣 

No.27118 

(旧 No.     ) 
H19.12.12 

単身世帯収支実態調査 

（世帯票） 
総務大臣 

No.27119 

(旧 No.     ) 
H19.12.12 

単身世帯収支実態調査 

（年間収入調査票） 
総務大臣 

No.27120 

(旧 No.     ) 
H19.12.12 

単身世帯収支実態調査 

（家計簿） 
総務大臣 

No.27121 

(旧 No.26208) 
H19.12.12 

国際航空貨物動態調査 

（国際航空貨物動態調査票（輸入用）） 
国土交通大臣 

No.27122 

(旧 No.26209) 
H19.12.12 

国際航空貨物動態調査 

（国際航空貨物動態調査票（輸出用）） 
国土交通大臣 

No.27123 

(旧 No.26701) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（物品賃貸（リース）業調査票） 
経済産業大臣 

No.27124 

(旧 No.26702) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（物品賃貸（レンタル）業調査票） 
経済産業大臣 

No.27125 

(旧 No.26703) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（情報サービス業調査票） 
経済産業大臣 

No.27126 

(旧 No.26704) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（広告業調査票） 
経済産業大臣 

No.27127 

(旧 No.26705) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（クレジットカード業調査票） 
経済産業大臣 

No.27128 

(旧 No.26706) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（エンジニアリング業調査票） 
経済産業大臣 

No.27129 

(旧 No.26707) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（映画館調査票） 
経済産業大臣 

No.27130 

(旧 No.26708) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（劇場・興行場，興行団調査票） 
経済産業大臣 
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No.27131 

(旧 No.26709) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（ゴルフ場調査票） 
経済産業大臣 

No.27132 

(旧 No.26710) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（ゴルフ練習場調査票） 
経済産業大臣 

No.27133 

(旧 No.26711) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（ボウリング場調査票） 
経済産業大臣 

No.27134 

(旧 No.26712) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（遊園地・テーマパーク調査票） 
経済産業大臣 

No.27135 

(旧 No.26713) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（パチンコホール調査票） 
経済産業大臣 

No.27136 

(旧 No.26714) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（葬儀業調査票） 
経済産業大臣 

No.27137 

(旧 No.26715) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（結婚式場業調査票） 
経済産業大臣 

No.27138 

(旧 No.26716) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（外国語会話教室調査票） 
経済産業大臣 

No.27139 

(旧 No.26717) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（カルチャーセンター調査票） 
経済産業大臣 

No.27140 

(旧 No.26718) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（フィットネスクラブ調査票） 
経済産業大臣 

No.27141 

(旧 No.26719) 
H19.12.20 

特定サービス産業動態統計調査 

（学習塾調査票） 
経済産業大臣 

No.27142 

(旧 No.26790) 
H19.12.25 

集落営農活動実態調査 

（集落営農活動実態調査票） 
農林水産大臣 

No.27143 

(旧 No.26754) 
H19.12.26 

労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（２月調査）） 
厚生労働大臣 

No.27144 

(旧 No.26755) 
H19.12.26 

労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（５月調査）） 
厚生労働大臣 

No.27145 

(旧 No.26756) 
H19.12.26 

労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（８月調査）） 
厚生労働大臣 

No.27146 

(旧 No.26757) 
H19.12.26 

労働経済動向調査 

（労働経済動向調査票（１１月調査）） 
厚生労働大臣 
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３ 届出統計調査の受理 

（1） 新規 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

107106 H19.12.19 秋田県のサービス事業者に対するアンケート調査 秋田県知事 

107107 H19.12.20 労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査） 山口県知事 

107108 H19.12.21 公共交通に関する市民アンケート調査 北九州市長 

 

（2） 変更 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

207063 H19.12.5 介護保険事業計画策定に向けての実態調査 神戸市長 

207064 H19.12.10 要介護認定モデル事業報告 厚生労働大臣

207065 H19.12.10 
高齢者の生活と健康に関する調査，高齢期の生活と健康に

関する意識調査 
京都市長 

207066 H19.12.20 労働条件等実態調査 札幌市長 

207067 H19.12.20 県民生活基本調査 岩手県知事 

207068 H19.12.26 衛生行政報告例 厚生労働大臣

207069 H19.12.28 大阪市観光動向調査 大阪市長 
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２ 指 定 統 計 調 査 の 承 認 
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指定統計調査の承認 

【調査名】 学校基本調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月２５日 

【指定番号】 １３ 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。 

【沿 革】 学校基本調査が指定統計として指定される以前の学校に関する統計資料は，国立の学校については

「文部省直轄各部年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文部省訓令第２２号）」，公私立の大学，高専

については「公立私立高等学校，公立私立大学，公立私立専門学校年報諸表様式（昭和１８年８月３１

日文部省令第７２号）」に基づき，それぞれの学校から直接文部省に所定の様式で報告せしめ，文部省

がこれを集計していたが，公私立の中学校以下の諸学校については「学事年報取調条項及び諸表様式

（明治４４年３月３１日文部省訓令第２号）」により，都道府県知事に対し，その管下の学校から所定

の様式で報告せしめ，都道府県知事は，これに基づき統計表を作成して文部省に提出し，文部省はこれ

を上の集計結果と共に，明治６年以降継続して刊行している文部省年報に掲載，公表していた。しか

し，学校制度の発展に伴い学校の内容の複雑化と数の著しい増加とによって，上のような業務報告形式

では正確迅速にこれをまとめることが困難になってきた。そこで，学制改革とも関連し，昭和２３年に

調査内容及び方法などを再検討し，これに抜本的改善を加え，新たに統計法に基づく指定統計とし，そ

の名称も「学校基本調査」という名称が付され，学校統計が新たに発足した。 

 当初の学校基本調査は，大学並びに従前の規定による大学・専門学校，高等学校及び教員養成所を除

き学校教育法上の全学校を対象とし，調査の構成も学校調査，経費及び資産調査（昭和２４年以降学校

経費調査），学校施設調査，入学調査，卒業者調査，教員・学生・生徒・児童異動調査及び学令児童及

び学令生徒調査の７つの調査で構成され，別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状況調査」

を実施していた。その後，調査対象，調査の構成，調査事項などの変更はあったが，基本的にはこの当

初の計画が踏襲されている。 

 昭和４１年調査から附属図書館調査が中止され昭和５４年調査では，初等中等教育関係の各調査票の

集計が電算化され，これに伴い調査票の様式が変更されるとともに学校施設調査票に各種学校調査票が
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新設された。 

 昭和５５年調査から，国立養護教諭養成所の廃止に伴い「卒業後の状況調査」以外の国立養護教諭養

成所に係る調査票が廃止された。 

 平成６年調査から，「卒業後の状況調査票」（大学，大学院，短期大学，高等専門学校）の調査項目

の「出身高校の所在県」及び「事業所の所在県」を削除し，大学院，高等専門学校（Ａ票）と大学，短

期大学（Ｂ票）に別れていた調査票の統合を行った。 

 平成７年調査から，全ての調査票への押印を廃止した。 

 平成１１年調査から，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等

教育学校の創設に伴い，「学校調査票」（中等教育学校），「学校通信教育調査票」（中等教育学校，

全日制・定時制）及び「卒業後の状況調査票」（中等教育学校通信制）の新設を行った。 

【調査の構成】 １－学校調査票，２－学校通信教育調査票，３－不就学学齢児童生徒調査票，４－学校施設調査

票，５－学校経費調査票，６－卒業後の状況調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「学校基本調査報告書」（毎年３月） （表章）都道

府県，特別区及び指定都市 

※ 

【調査票名】 １－学校調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，大学，高等

専門学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（大学，高等専門学校，国立の小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校），文部科学省→都道

府県（沖縄は教委）→報告者（公・私立の高等学校（通信制の課程のみを置く高等学校を除

く。），中等教育学校，都道府県立の小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学

校），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立・私立の

小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む），高等専門学校，国立大学の
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附属学校，国立の特別支援学校，専修学校，各種学校），６月２５日（公・私立高等・中・小学

校，特別支援学校，幼稚園，専修学校，各種学校） 

【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．学部，学科，課程又は学級に関

する事項，４．教員及び職員の数，５．児童，生徒，学生又は幼児の在籍状況及び出席状況，６．

児童，生徒，学生又は幼児の入学，卒業及び転出入の状況 

※ 

【調査票名】 ２－学校通信教育調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）通信教育課程を置く高等学校及び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（通信制の課程を

置く高等学校及び中等教育学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日 

【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．教員及び職員の数，４．生徒の

在籍状況，５．生徒の入学，卒業，退学及び単位修得の状況 

※ 

【調査票名】 ３－不就学学齢児童生徒調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）不就学の学齢児童及び学齢生徒（報告者は，市

町村教育委員会） 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→

報告者（市町村教育委員会） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日 

【調査事項】 １．教育委員会の名称及び所在地，２．学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況，３．居所不

明の学齢児童生徒の数，４．死亡した学齢児童生徒の数 

※ 

【調査票名】 ４－学校施設調査票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別

支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校，公立の専修学校及び各種学校，大学，高等専門学校，

国立大学法人法（平成１５年７月１６日法律第１１２号）に定める国立大学に附属させて設置した

学校（国立大学附属）及び特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校

（大学（学部）の附属学校を除く。），地方公共団体，教育委員会，公立大学法人，私立学校の設

置者（大学・高等専門学校に係るもの。）），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（都

道府県立の専修学校・各種学校，私立の高等学校及び中等教育学校の設置者（大学・高等専門学校

に係るものを除く。），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者

（市町村立の専修学校・各種学校，私立の小学校，中学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び

各種学校の設置者（大学・高等専門学校に係るもの，高等学校及び中等教育学校の設置者を除

く。） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日（公立の専修学校，私立の高等学校・中等教育学

校・中・小学校・幼稚園・特別支援学校，専修学校，各種学校）７月３１日（大学（短大を含

む），高等専門学校，国立大学の附属高等・中・小学校・幼稚園・特別支援学校，国立の特別支

援学校・専修学校・各種学校） 

【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．土地又は建物の用途別，

構造別等の面積，４．土地又は建物の増減の状況 

※ 

【調査票名】 ５－学校経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）大学（私立を除く。），高等専門学校（国立高等専門学

校機構の設置する学校に限る。），国立大学附属の学校及び特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）前会計年度間 （系統）文部科学省→報告者（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校（大

学（学部）の附属学校を除く。），地方公共団体，放送大学学園） 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日 

【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．経費に関する事項，４．

収入に関する事項 

※ 

【調査票名】 ６－卒業後の状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）中学校，高等学校，中等教育学校並びに特別支援学校及

び特別支援学校の中等部・高等部の卒業者，大学及び高等専門学校の卒業者 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（大学（短大を含む）・高等専門学校，国立

の高等学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報

告者（公・私立の高等学校・中等教育学校，都道府県立の中学校・特別支援学校），文部科学省→

都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立・私立の中学校・特別支援学

校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む）・高専，国立大学の附属高等

学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校），６月２５日（公・私立高等学校・中等教育学

校・中学校・特別支援学校） 

【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．卒業者の卒業時における

所属に関する事項，４．卒業者の進学，就職等の状況 
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【調査名】 学校保健統計調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月２５日 

【指定番号】 １５ 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校における児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにする。 

【沿 革】 この統計は、学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計であるが、学校における

健康診断の結果の記録は明治３０年に行われた「学生生徒身体検査規程（明治３０年３月１５日文部省

訓令第３号）」に基づく体格測定に始まる。しかし、この記録に基づいて統計が作成されたのは３年後

の明治３３年に「学生生徒身体検査規程（明治３３年３月２６日文部省令第４号）に基づいて行われた

身体検査の結果の記録を基に作成された「生徒児童身体検査統計」が最初であり、これが現在の学校保

健統計の始まりである。その後、この学生生徒身体検査規程は「学生生徒児童身体検査規程（大正９年

７月２７日文部省令第１６号）」更に「学校身体検査規定（昭和１２年１月２７日文部省令第２号）」

へと改正されたが、統計はこの間も継続して作成されている。戦時中は、身体検査も統計表の作成も十

分徹底して行われなかったので、統計は昭和１４年の「学校身体検査」を最後に中断し、戦後昭和２２

年まで作成されなかった。昭和２３年に至り、学校身体検査統計を整備し、原資料は「学校身体検査規

程（昭和１９年５月１７日文部省令第３３号）」に基づく身体検査の記録によるが、統計の名称は学校

衛生統計となり、統計法に基づく指定統計として再出発した。昭和３３年に至り、学校保健法（昭和３

３年法律第５６号）が制定され、従来の学校における身体検査は、以後この法律に基づく健康診断とし

て行われることになった。これに応じて、統計の名称も昭和３５年から学校保健統計と改められた。ま

た、調査対象の選定方法も昭和５２年度から、都道府県の負担軽減のため、従来の単純比例抽出から各

都道府県ごとに同数を抽出する確率比例抽出となった。平成７年度の調査から、全ての調査票への押印

を廃止した。 

 平成１１年度の調査から、学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による

中等教育学校の創設に伴い、調査票の名称を改正した。 

【調査の構成】 １－発育状態調査票（小学校），２－発育状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程），

３－発育状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程），４－発育状態調査票（幼稚園），
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５－健康状態調査票（小学校），６－健康状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程），７

－健康状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程），８－健康状態調査票（幼稚園） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「学校保健統計調査報告書」（毎年３月） （表章）

都道府県 

※ 

【調査票名】 １－発育状態調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の小学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高 

※ 

【調査票名】 ２－発育状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の中学校，中等教育学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高 

※ 

【調査票名】 ３－発育状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の高等学校，中等教育学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高 

※ 
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【調査票名】 ４－発育状態調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の幼稚園 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高 

※ 

【調査票名】 ５－健康状態調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の小学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難聴，６．耳鼻咽頭

疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．心臓，１１．心電図異常，１２．

蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，

１７．永久歯のう歯等数，１８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況 

※ 

【調査票名】 ６－健康状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の中学校，中等教育学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難聴，６．耳鼻咽頭

疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．心臓，１１．心電図異常，１２．

蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，

１７．永久歯のう歯等数，１８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況 
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※ 

【調査票名】 ７－健康状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の高等学校，中等教育学校 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難聴，６．耳鼻咽頭

疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．心臓，１１．心電図異常，１２．

蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，

１７．永久歯のう歯等数，１８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況 

※ 

【調査票名】 ８－健康状態調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の幼稚園 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道府県→報告者（調査実施校の長） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月 

【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難聴，６．耳鼻咽頭

疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．心臓，１１．心電図異常，１２．

蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，

１７．永久歯のう歯等数 
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【調査名】 個人企業経済調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月１９日 

【指定番号】 ５７ 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部経済統計課 

【目 的】 製造業，卸売・小売業，飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにし，個人企業

に関する基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は，昭和２２年に経済安定本部（現在の内閣府）が，国民所得の推計資料を得るために実施し

た「個人企業経済調査」から発展したものである。この個人企業経済調査は，その後年々改善された

が，昭和２７年４月にその工業及び商業についての調査部分が総理府統計局に移管され「個人商工業経

済調査」（指定統計第５７号）として，新しく発足した。その後，昭和３６年７月から従来の製造業及

び卸売業・小売業のほかにサービス業を加えて整備し，名称も「個人企業経済調査」と改めた。 

 昭和３９年７月からは調査事項を更に拡充し，営業上の資産及び負債についても調査することにし

た。また，昭和４１年７月からは，調査対象を大幅に拡大するとともに，従来調査地域となっていなか

った町村も調査することに改めた。 

 個人企業経済調査に附帯して実施されていた「個人企業営業状況調査」を平成１４年２月から統合

し，動向調査票と構造調査票に再編した。 

【調査の構成】 １－動向調査票，２－構造調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「速報」（各期末の翌々月の中旬まで），「四半期別

結果報告書」（各期末の翌々月の下旬まで），「調査結果報告書」（集計完了次第） （表章）全

国 

※ 

【調査票名】 １－動向調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）製造業，卸売・小売業，飲食店及びサービス業を営む個

人企業 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，７００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 

（把握時）四半期間 （系統）総務省統計局→都道府県→調査員→報告者，総務省→都道府県→民
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間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎年４月から翌年３月までの１年間について，４月から６月ま

で，７月から９月まで，１０月から１２月まで及び翌年１月から３月までの期間に分けて実施。 

【調査事項】 １．事業主の業況判断に関する事項，２．従業者に関する事項，３．営業収支に関する事項， 

※ 

【調査票名】 ２－構造調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）製造業，卸売・小売業，飲食店及びサービス業を営む個

人企業 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，７００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 

（把握時）四半期間 （系統）総務省統計局→都道府県→調査員→報告者，総務省→都道府県→民

間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から翌年３月までの１年間について，４月から６月まで，

７月から９月まで，１０月から１２月まで及び翌年１月から３月までの期間に分けて実施。 

【調査事項】 １．事業所の経営形態に関する事項，２．事業主に関する事項，３．営業収支等に関する事項，

４．従業者に関する事項，５．パーソナルコンピューターの使用の有無，６．事業経営上の問題

点，７．経営方針に関する事項，８．営業上の資産及び負債， 



 - 22 -

【調査名】 学校教員統計調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月２５日 

【指定番号】 ６２ 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校の教員構成並びに教員の個人属性，職務態様及び異動状況等を明らかにする。 

【沿 革】 学校教員に関する指定統計調査は，学校教員調査（昭和２２年１０月指定統計第９号に指定）と学校

教員需給調査（昭和２８年３月指定統計第６２号に指定）が実施されていたが、昭和４３年に，学校教

員調査の調査事項を学校教員需給調査の調査事項に含めた上で学校教員需給調査のみを実施することと

なり，学校教員需給調査規則の改正と学校教員調査規則の廃止が行われた。（昭和４３年９月３０日文

部省令第２９号） 

昭和４６年には，学校教員需給調査が学校教員統計調査に改称された。 

平成１１年には，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等教育学

校の創設に伴い，「教員個人調査票（中等教育学校）」を新設し，従前の「教員異動調査票（高等学校

以下）」を「教員異動調査票（小・中・高・中等教育・盲・聾・養護学校及び幼稚園）」に変更した。 

平成１６年には、大学及び高等専門学校を対象にオンライン調査が導入された。 

平成１７年には、栄養教諭制度の導入に伴い、調査票様式を変更した。 

【調査の構成】 １－学校調査票，２－教員個人調査票（小学校），３－教員個人調査票（中学校），４－教員個

人調査票（高等学校），５－教員個人調査票（中等教育学校），６－教員個人調査票（特別支援学

校），７－教員個人調査票（幼稚園），８－教員個人調査・教員異動調査票（本務教員）（大学・

高等専門学校），９－教員個人調査票（兼務教員）（大学・高等専門学校），１０－教員個人調査

票（専修学校・各種学校），１１－教員異動調査票（高等学校以下） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「学校教員統計調査報告書」 （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－学校調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立の小学校，中学校，公立高等学校の全日制・定時制

課程，私立高等学校の全日制課程及び公・私立の幼稚園 
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【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）平成２２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立学校），文部科学省→都道府

県教育委員会→報告者（都道府県立及び私立学校），文部科学省→都道府県教育委員会→市区町村

教育委員会→報告者（市区町村立学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１０月１日 

【調査事項】 １．学校種類，２．設置者，３．本校・分校，４．課程，５．性別，年齢別，職名別の本務教員

数等 

※ 

【調査票名】 ２－教員個人調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の小学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の小学校），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の小学校），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（私立の小学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の小学校），１２月１０日（公・私立の小学

校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．都

道府県費・市町村費別，１３．給料月額 

※ 

【調査票名】 ３－教員個人調査票（中学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の中学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の中学校），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の中学校），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（私立の中学校） 
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【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の中学校），１２月１０日（公・私立の中学

校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．都

道府県費・市町村費別，１３．給料月額 

※ 

【調査票名】 ４－教員個人調査票（高等学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の高等学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の高等学校），文部科学省→都道府県教

育委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の高等学校），文部科学省→都道府県教育委

員会→報告者（都道府県立及び私立の高等学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の高等学校），１２月１０日（公・私立の高

等学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．授業担任状況，９．担任教科，１０．週教科等担任授業時数，１１．給料月額 

※ 

【調査票名】 ５－教員個人調査票（中等教育学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

報告者（県立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→市区町村教育委員会→報告者

（市区町村立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→報告者（私立の中等教育学

校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の中等教育学校），１２月１０日（公・私立

の中等教育学校） 
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【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．給

料月額 

※ 

【調査票名】 ６－教員個人調査票（特別支援学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の特別支援学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の特別支援学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

報告者（都道府県立及び私立の特別支援学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の特別支援学校），１２月１０日（公・私立

の特別支援学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．障害種別担

当状況，８．授業担任状況，９．週教科等担任授業時数，１０．給料月額，１０． 

※ 

【調査票名】 ７－教員個人調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の幼稚園 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の幼稚園），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の幼稚園），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（都道府県立及び私立の幼稚園） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の幼稚園），１２月１０日（公・私立の幼稚

園） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．学級担任状

況，８．給料月額 

※ 
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【調査票名】 ８－教員個人調査・教員異動調査票（本務教員）（大学・高等専門学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立大学・短期大学・高等専門学校等 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）平成２２年１０月１日現在，平成２１年４月１日～平成２１年３月３１日 （系統）文部科学

省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１１月２０日 

【調査事項】 １．共通事項（教員の性別，年齢，職名，学歴，専門分野等），２．個人調査（勤務年数，出身

学校，授業担当状況，週担当授業時数，給料月額，兼務先等），３．異動調査（採用前の職業，転

入前の学校種，離職理由等） 

※ 

【調査票名】 ９－教員個人調査票（兼務教員）（大学・高等専門学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立大学・短期大学・高等専門学校等 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１１月２０日 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．専門分野，４．本務先 

※ 

【調査票名】 １０－教員個人調査票（専修学校・各種学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の専修学校・各種学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

２年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の専修学校・各種学校），文部科学省→

都道府県（及び市区町村）教育委員会→報告者（公・私立の専修学校・各種学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の専修学校・各種学校），１２月１０日

（公・私立の専修学校・各種学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．学歴，４．専門分野，５．所属学科，６．授業担当状況，７．週教科

担当授業時数，８．本務・兼務の別，９．兼務教員の本務先，１０．勤務年数，１１．給料月額等 
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※ 

【調査票名】 １１－教員異動調査票（高等学校以下） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年４月１日～

平成２２年３月３１日 （系統）文部科学省→報告者（国立の小学校，中学校，高等学校，中等教

育学校，特別支援学校，幼稚園），文部科学省→都道府県教育委員会→報告者（都道府県立及び私

立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，幼稚園），文部科学省→都道府県

教育委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月２０日（国立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園），１２月１０日（公・私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育

学校，特別支援学校，幼稚園） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．学歴，５．所属課程，６．異動の状況，７．採用・転入の

状況，８．離職理由等 
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【調査名】 民間給与実態統計調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月７日 

【指定番号】 ７７ 

【実施機関】 国税庁長官官房企画課 

【目 的】 民間企業における毎年の給与の実態を，給与階級別，事業所規模別，企業規模別等に明らかにし，租

税収入の見積り，租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政運営の基礎資料を得る。 

【沿 革】 この調査は，昭和２５年から始まり，以後毎年実施されており，昭和３０年１月から指定統計となっ

た。 

【調査の構成】 １－民間給与実態統計調査票（源泉徴収義務者用），２－民間給与実態統計調査票（給与所得者

用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「国税庁民間給与実態統計調査結果報告」（翌年９月

末日まで） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－民間給与実態統計調査票（源泉徴収義務者用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）所得税法施行地に納税地を有する源泉徴収義務者 

（抽出枠）源泉所得税調査簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０，０００／母３，７８０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）国税庁→国税

局（沖縄国税事務所）→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査期日の属する年の翌年２月末日まで 

【調査事項】 １．名称又は氏名，２．所在地又は住所，３．企業の主な業務，４．給与所得者用調査票の枚数

及び人員数，５．組織及び資本金，６．給与所得者数，７．年間給与支給総額，８．給与支給総額

に対する年間源泉徴収税額 

※ 

【調査票名】 ２－民間給与実態統計調査票（給与所得者用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）源泉徴収義務者が所得税法により，所得税を源泉徴収し
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て納付している給与所得者 （抽出枠）給与台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２９０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）国税庁→国税局（沖縄国税事務所）→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査期日の属する年の翌年２月末日まで 

【調査事項】 １．給与所得者の氏名又は記号等，性別，年齢，勤続年数及び職務，２．年中の給与の受給月

数，３．年末調整の有無，４．扶養親族の内訳，５．給与の金額，６．所得控除額及び税額控除額

の内訳，７．年税額 
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【調査名】 法人企業統計調査 

【承認年月日】 平成１９年１２月４日 

【実施機関】 財務省財務総合政策研究所調査統計部 

【目 的】 本調査は，財務省が，我が国の法人の企業活動の実態を明らかにし，併せて，法人を対象とする各種

統計調査のための基礎となる法人名簿を整備する。 

【沿 革】 法人企業統計調査は，昭和２３年より全営利法人（金融・保険業を除き，資本金１千万円以上は全数

調査）を対象に年次別調査を開始し，続いて昭和２５年には資本金２百万円以上の法人を対象に四半期

別調査が開始されて，現行の年次別，四半期別の統計体系が確立した。その後昭和４５年６月指定統計

に指定され，また，昭和４８年度からは，四半期報の対象企業を，資本金１千万円以上のものに切り上

げている。平成２０年度からは，金融・保険業を調査対象業種に追加して実施する。 

【調査の構成】 １－法人企業統計調査年次別調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「財政金融統計月報（法人企業統計年報特集号）」

（毎年１１月，国立印刷局発行），「法人企業統計季報」（毎四半期，国立印刷局発行） 

※ 

【調査票名】 １－法人企業統計調査年次別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）本邦に本店を有する合名会社，合資会社，合同会社及び

株式会社，本邦に主たる事務所を有する信用金庫，信用金庫連合会，信用協同組合，信用協同組合

連合会，労働金庫，労働金庫連合会，農林中央金庫，信用農業協同組合連合会，信用漁業協同組合

連合会，信用水産加工業協同組合連合会，生命保険相互会社及び損害保険相互会社 （抽出枠）法

人企業統計調査による法人名簿及び財務省内部資料 

【調査方法】 （選定）全数及び有意抽出 （客体数）３１，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）上期調査（４月から９月までの間に決算期が到来する

法人），下期調査（１０月から３月までの間に決算期が到来する法人）， （系統）財務省→財務

局（支局・事務所・出張所）→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）毎年１月，７月 

【調査事項】 １．法人の名称及び法人に関する一般的事項，２．業種別売上高（銀行業，生命保険業及び損害
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保険業については経常収益，貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関，その他の金融商品取

引業，商品先物取引業及びその他の保険業については業種別営業収益，金融商品取引業（第一種金

融商品取引業であって有価証券関連業に限る）については営業収益とする．以下同じ），３．資

産，負債及び純資産に関する事項，４．損益に関する事項，５．剰余金の配当に関する事項，６．

減価償却費に関する事項，７．費用に関する事項，８．役員，従業員に関する事項，９．店舗数

（銀行業，貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関，金融商品取引業，その他の金融商品取

引業，商品先物取引業，生命保険業，損害保険業及びその他の保険業， 
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【調査名】 国民生活基礎調査（簡易調査） 

【承認年月日】 平成１９年１２月１２日 

【指定番号】 １１６ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 国民の保健，医療，福祉，年金，就業，介護，所得等国民生活の基礎的な事項を調査して，厚生労働

行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに，厚生労働省が実施する各種の世帯調査の調査客

体を抽出するための親標本を設定する。 

【沿 革】 本調査は，「厚生行政基礎調査」（指定統計第６０号を作成するための調査），「国民健康調査」

（指定統計第６８号を作成するための調査），「保健衛生基礎調査」（承認統計調査）及び「国民生活

実態調査」（承認統計調査）を統合して，昭和６１年を初年として開始されたものである。調査は，３

年ごとに実施する大規模調査と，その中間の各年に実施する簡易な調査から構成される。平成１３年の

大規模調査においては、新たに「介護票」が設けられた。 

【調査の構成】 １－世帯票，２－所得票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「平成２０年国民生活基礎調査の概況」（平成２１年

５月末），「平成２０年国民生活基礎調査（報告書）」（平成２１年度内）及びホームページによ

る公表 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－世帯票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）全国の世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１７年国勢調査

区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０，０００ １５０，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年６月５日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保

健所設置市・特別区）→保健所→指導員→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年６月５日 

【調査事項】 １．世帯に係る事項，（１）世帯員数，（２）単独世帯の状況，（３）調査年の５月中の家計支

出総額等，（４）最多所得者，２．世帯員に係る事項，（１）世帯主との続柄，（２）性，（３）
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出生年月，（４）配偶者の有無，（５）医療保険の加入状況，（６）傷病の状況，（７）公的年

金・恩給の受給状況，（８）公的年金の加入状況，（９）調査年の５月中の仕事の状況，（１０）

勤めか自営かの別，（１１）勤め先での呼称 

※ 

【調査票名】 ２－所得票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）全国の世帯及び世帯員 （抽出枠）平成１７年国勢調査

区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００ ４５，０００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）他計 （把握時）平成２０年７月１０日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→

（市・特別区・福祉事務所設置町村）→福祉事務所→指導員→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年７月１０日 

【調査事項】 １．世帯に係る事項，（１）世帯区分，（２）生活意識の状況，２．世帯員に係る事項，（１）

性，（２）出生年月，（３）所得の種類別金額（雇用者所得，事業所得，農耕・畜産所得，家内労

働者所得，財産所得，社会保障給付金（公的年金，雇用保険，その他の社会保障給付金），仕送

り，企業年金・個人年金等，その他の所得の別），（４）課税等状況別の金額（所得税，住民税，

社会保険料（医療保険，年金保険，介護保険，その他），固定資産税の別），（５）企業年金・個

人年金等の掛金の金額 

 



 - 35 -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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【調査名】 自動車購入者に対するアンケート調査 

【実施機関】 総務省行政評価局 

【目 的】 総務省は，世界最先端の「低公害車」社会の構築のための政策のうち，政策群（民間の潜在力を最大

限引き出すための制度改革，規制改革等の施策と予算の組合せ）の手法を活用して，総務省，経済産業

省，国土交通省及び環境省において推進されている取組が総体としてどの程度効果を上げているかなど

の総合的な観点から評価を行い，関係行政の今後の在り方の検討に資するため，平成１８年１２月から

「世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価（総合性確保評価）」を実施している。本ア

ンケート調査は，上記政策評価の一環として，消費者が低公害車を購入した動機・理由，低公害車を購

入した者と低公害車以外の自動車を購入した者との相違点，国の施策の周知状況等を把握し，世界最先

端の「低公害車」社会の構築のための政策のうち，上記政策群を活用した政策を評価する上で活用する

ものである。 

【調査の構成】 １－自動車購入者に対するアンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評

価書に併せて平成２０年１０月公表予定 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－自動車購入者に対するアンケート調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１３ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１２年度以降に購入した自動車（新車又は中古車）

を保有している個人 （抽出枠）ｉｎｆｏＱモニター自動車パネル（全国の自動車保有者）登載者

のうち，平成１２年度以降に購入した自動車（新車又は中古車）を保有している個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／母１１８，７２６ （配布）インターネット 

（取集）インターネット （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）総務省→業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年１２月１４日まで 

【調査事項】 １．回答者の属性，（１）性別，（２）年齢，（３）既婚・未婚別，（４）家族形態，（５）世



 - 38 -

帯年収，２．乗用車属性，（１）メーカー名，（２）車種名，（３）ナンバープレートに表示され

ている地域名，（４）排気量，（５）所有形態，（６）新車・中古車の別，（７）購入年度，

（８）購入した自動車の初年度登録年度，３．自動車の用途・使用目的，４．自動車について，

（１）購入した理由，（２）購入するに当たって参考にしたこと，（３）低公害車を購入するに当

たって気になった点，（４）購入した低公害車の満足度，（５）低公害車を購入しなかった理由，

５．国等による低公害車の導入支援措置の認知度，（１）自動車グリーン税制，（２）購入費補助

金，（３）補助金の利用状況，６．買い換える際の選択，（１）買い替えの際に重視すること，

（２）次回低公害車購入意向，（３）低公害車を購入する際の対価 
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【調査名】 遊漁採捕量調査 

【実施機関】 水産庁資源管理部沿岸沖合課 

【目 的】 我が国の海面利用における船舶を利用した遊漁（遊漁船）による水産資源の利用状況を把握し，その

実態を明らかにするとともに，今後の遊漁施策の基礎資料とし，併せて関係者の利用に供することを目

的とする。 

【調査の構成】 １－遊漁採捕量調査票（遊漁船業者用），２－遊漁採捕量調査票（プレジャーモーターボート所

有者用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２１年４月末） （表章）

全国 

【経 費】 ２４，３９０千円 

※ 

【調査票名】 １－遊漁採捕量調査票（遊漁船業者用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年２月２８日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１４ 調査票承認番号（旧）２２６６９ 

【調査対象】 （地域）全国の沿海都道府県 （単位）事業所 （属性）都道府県に遊漁船登録されている遊漁

船業者（瀬渡し，防波堤渡し，いかだ渡し等除く。） （抽出枠）「遊漁船業の適正化に関する法

律」第３条第１項に基づく都道府県に登録されている遊漁船登録名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５６／母１４，７０５ （配布）調査員 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの１年間 （系

統）水産庁→民間機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）４ヶ月ごと （実施期日）平成２０年１月 

【調査事項】 １．延べ案内隻数，延べ案内遊漁者数，２．魚種別の月間採捕量（月間採獲量又は採捕尾数及び

平均重量） 

※ 

【調査票名】 ２－遊漁採捕量調査票（プレジャーモーターボート所有者用） 
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【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１５ 調査票承認番号（旧）０ 

【調査対象】 （地域）全国都道府県 （単位）個人 （属性）日本小型船舶検査機構（ＪＣＩ）が有する船舶

登録に登録されたプレジャーモーターボート所有者 （抽出枠）日本小型船舶検査機構が有する船

舶登録 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９３６／母２４４，９５１ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日の１年間 （系統）水

産庁→民間調査機関→（ＪＣＩ）→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年２月１日～０２月２９日 

【調査事項】 １．平成１９年１月～１２月における延べ遊漁日数，２．平成１９年１月～１２月における延べ

遊漁者数，３．年間採補量 
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【調査名】 金属加工統計調査 

【実施機関】 経済産業省製造産業局 

【目 的】 金属熱処理加工業に関する生産の動向を加工方法別，用途別に把握するとともに，金属プレス加工業

に関する販売の動向を用途別，原材料別に把握し，金属熱処理加工業及び金属プレス加工業の振興を図

るための行政施策の企画・立案の基礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は，中小企業性及び下請け性が高く，需要産業の景気動向の影響を受けやすい金属熱処理加工

業及び金属プレス加工業について，その事業活動の実態を把握し，その近代化促進上の基礎資料を得る

ため，昭和５１年１月以降毎月実施されていた金属熱処理加工統計調査と昭和５７年７月以降毎月実施

されていた金属プレス加工統計調査を平成１１年から統合している。 

【調査の構成】 １－金属熱処理加工月報，２－金属プレス加工月報 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」及

びホームページ（翌々月２５日），「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報」（翌年６月） （表

章）全国 

【経 費】 ２，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－金属熱処理加工月報 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２２年２月２５日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１６ 調査票承認番号（旧）２５９１９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）金属熱処理加工を営む従業者２０人以上の事業所 

（抽出枠）日本金属熱処理工業会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０６／母１９８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）翌月１５日まで （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日まで 

【調査事項】 １．所在地，事業所名等，２．製品の加工方法別（焼入れ，高周波焼入れ等の別）の生産重量及

び加工金額，３．製品用途別（輸送機械，精密機械等の別）の加工金額，４．原材料（焼入油）・
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燃料（重油，都市ガス等）・電力の消費量及び消費額，５．労務（月末常用従業者数及び月間実働

延人員） 

※ 

【調査票名】 ２－金属プレス加工月報 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２２年２月２５日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１７ 調査票承認番号（旧）２５９２０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）金属プレス加工を営む従業者２０人以上の事業所 

（抽出枠）日本金属プレス工業協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５９０／母７２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）翌月１５日まで （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日まで 

【調査事項】 １．所在地，事業所名等，２．製品の用途別（自動車，精密機械等の別）の販売額，３．原材料

（鋼材，ステンレス鋼等）の消費量及び金額，４．労務（月末常用従業者数及び月間実働延人員） 
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【調査名】 単身世帯収支実態調査 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課 

【目 的】 本調査は，平成２１年全国消費実態調査の単身世帯調査に民間調査機関のモニターによる調査の導入

の可否を実地に検証するため。 

【調査の構成】 １－単身世帯収支実態調査 世帯票，２－単身世帯収支実態調査 年間収入調査票，３－単身世

帯収支実態調査 家計簿 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） 

【経 費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－単身世帯収支実態調査 世帯票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１８ 調査票承認番号（旧）０ 

【調査対象】 （地域）さいたま市，千葉市，東京都区部，横浜市，川崎市 （単位）世帯 （属性）年齢３５

歳未満の単身世帯 （抽出枠）民間調査機関のモニター登録者一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０４ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把

握時）平成２０年１月中旬～２月中旬 （系統）総務省→民間調査機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年２月１日～平成２０年２月２９日 

【調査事項】 １．性別，２．満年齢，３．就非別，４．勤めか自営かの別，５．本業の勤め先又は自営事業

（名称，事業内容，仕事の内容），６．副業の勤め先又は事業の内容，７．一週間の就業時間，

８．住居の構造，９．住居の所有関係，１０．面積，１１．居住室数・畳数，１２．建築時期（持

ち家のみ），１３．オートロックマンションか否か，１４．口座自動振込の有無，１５．家賃・地

代，１６無職世帯の主な収入源，１７．耕地面積，１８，世帯の形態，１９．主な食事の形態，２

０．別居している親の有無， 

※ 

【調査票名】 ２－単身世帯収支実態調査 年間収入調査票 
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【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１１９ 調査票承認番号（旧）０ 

【調査対象】 （地域）さいたま市，千葉市，東京都区部，横浜市，川崎市 （単位）世帯 （属性）年齢３５

歳未満の単身世帯 （抽出枠）民間調査機関のモニター登録者一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０４ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）平成２０年１月中旬～２月中旬 （系統）総務省→民間調査機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）平成２０年２月１日～平成２０年２月２９日 

【調査事項】 １．勤め先年間収入（定期収入，賞与・その他の臨時収入），２．営業年間利益，３．内職年間

収入，４．農林魚業収入，５．その他の年間収入，６．現物消費の見積り額 

※ 

【調査票名】 ３－単身世帯収支実態調査 家計簿 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２０ 調査票承認番号（旧）０ 

【調査対象】 （地域）さいたま市，千葉市，東京都区部，横浜市，川崎市 （単位）世帯 （属性）年齢３５

歳未満の単身世帯 （抽出枠）民間調査機関のモニター登録者一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０４ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）平成２０年１月中旬～２月中旬 （系統）総務省→民間調査機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年２月１日～平成２０年２月２９日 

【調査事項】 １．口座自動振替による支払（支払い内訳・金額），２．現金収入又は現金支出，３．クレジッ

トカード，掛買い，月賦による購入又は現物， 
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【調査名】 国際航空貨物動態調査 

【実施機関】 国土交通省航空局飛行場部計画課 

【目 的】 国際航空貨物の重量・品目，国内流動・国際流動などを調査し，国際航空貨物の需要動向の予測及

び，国際航空貨物輸送体系の検討のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－国際航空貨物動態調査票（輸入用），２－国際航空貨物動態調査票（輸出用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（調査年度末） （表

章）全国 

【経 費】 １４，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－国際航空貨物動態調査票（輸入用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年２月１５日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２１ 調査票承認番号（旧）２６２０８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国際航空輸送協会（ＩＡＴＡ）加盟の航空貨物代理店

及び（社）航空貨物運送協会（ＪＡＦＡ）加盟の利用航空運送業者 （抽出枠）国際航空運送協会

の代理店リスト及び（社）航空貨物運送協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１４０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）調査票配布の翌日より一ヶ月間 （系統）国土交通省航空局→民間調査

機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）１１月の１日間 

【調査事項】 １．貨物区分，２．通関した税関，３．着空港・到着日・搭載便，４．原仕出国・発空港，５．

輸送品目，６．貨物重量 

※ 

【調査票名】 ２－国際航空貨物動態調査票（輸出用） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月１２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年２月１５日 
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【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２２ 調査票承認番号（旧）２６２０９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国際航空輸送協会（ＩＡＴＡ）加盟の航空貨物代理店

及び（社）航空貨物運送協会（ＪＡＦＡ）加盟の利用航空運送業者 （抽出枠）国際航空運送協会

の代理店リスト及び（社）航空貨物運送協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１４０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）調査票配布の翌日より一ヶ月間 （系統）国土交通省航空局→民間調査

機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）１１月の１日間 

【調査事項】 １．貨物区分，２．通関する税関，３．発空港・搭載日・搭載便，４．最終仕向国・着空港，

５．輸送品目，６．貨物重量 



 - 47 -

【調査名】 特定サービス産業動態統計調査 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部 

【目 的】 特定サービス産業の売上高，契約高等の経営動向を把握し，景気動向の判断材料を得るとともに，産

業構造政策，中小企業政策の推進及びサービス産業の健全な育成のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 この調査は，毎月調査として昭和６２年１２月から実施されている。当初は，物品賃貸業，情報サー

ビス業，広告業の３業種について，平成５年１０月からは，クレジットカード業及びエンジニアリング

業の２業種を追加し，５業種で調査を実施してきた。 

 平成１２年１月からは，新規業種として，１．葬儀業，２．結婚式場業，３．映画館，４．劇場・興

行場，興行団，５．ゴルフ場，６．ゴルフ練習場，７．ボウリング場，８．遊園地・テーマパーク，

９．パチンコホール，１０．外国語会話教室，１１．カルチャーセンター，１２．フィットネスクラブ

の１２業種を加えて，合計１７業種について調査を実施するとともに，新世代統計システムへの対応を

行い，インターネットを活用したオンラインでの申告が開始されている。 

【調査の構成】 １－劇場・興行場，興行団調査票，２－物品賃貸（リース）業調査票，３－物品賃貸（レンタ

ル）業調査票，４－情報サービス業調査票，５－広告業調査票，６－クレジットカード業調査票，

７－エンジニアリング業調査票，８－映画館調査票，９－ゴルフ場調査票，１０－ゴルフ練習場調

査票，１１－ボウリング場調査票，１２－遊園地・テーマパーク調査票，１３－パチンコホール調

査票，１４－葬儀業調査票，１５－結婚式場業調査票，１６－外国語会話教室調査票，１７－カル

チャーセンター調査票，１８－フィットネスクラブ調査票，１９－学習塾調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「特定サービス産業動態統計速報」（翌々月上旬）

「特定サービス産業動態統計月報」（翌々月中旬） （表章）全国 

【経 費】 ３０，１２９千円 

※ 

【調査票名】 １－物品賃貸（リース）業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２３ 調査票承認番号（旧）２６７０１ 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務用機械器

具賃貸業（日本標準産業分類小分類８８１，８８２，８８３）に属するリース業務を営む企業 

（抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４２／母５６１ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．月次調査事項，（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別

等の月間売上高（又は月間契約高・購入額，受注高），（４）その他業種特性に応じた項目，３．

四半期末調査事項，（１）売上高等の将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ２－物品賃貸（レンタル）業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２４ 調査票承認番号（旧）２６７０２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務用機械器

具賃貸業（日本標準産業分類小分類８８１，８８２，８８３）に属するレンタル業務を営む企業 

（抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７４／母１，９２０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．月次調査事項，（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別

等の月間売上高（又は月間契約高・購入額，受注高），３．四半期末調査事項，（１）売上高等の

将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ３－情報サービス業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 



 - 49 -

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２５ 調査票承認番号（旧）２６７０３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）情報サービス業（日本標準産業分類中分類３９）に属す

る業務を営む企業 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３２／母５，０５０ （配布）オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．月次調査事項，（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別

等の月間売上高（又は月間契約高・購入額，受注高），３．四半期末調査事項，（１）売上高等の

将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ４－広告業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２６ 調査票承認番号（旧）２６７０４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）広告業（日本標準産業分類中分類８９）に属する業務を

営む企業 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０７／母３，１８０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．月次調査事項，（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別

等の月間売上高（又は月間契約高・購入額，受注高），３．四半期末調査事項，（１）売上高等の

将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ５－クレジットカード業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 
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【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２７ 調査票承認番号（旧）２６７０５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）クレジットカード業（日本標準産業分類細分類６４３

１）に属する業務を営む企業 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７５／母３５８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別等の月間売上高

（又は月間契約高・購入額，受注高），（４）その他業種特性に応じた項目，３．四半期末調査事

項，（１）売上高等の将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ６－エンジニアリング業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２８ 調査票承認番号（旧）２６７０６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）他に分類されない専門サービス業（日本標準産業分類細

分類８０９９）に属するエンジニアリング業務を営む企業 （抽出枠）特定サービス産業実態調査

名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９１／母２９４ （配布）郵送・オンライン （取集）調査員・

オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，２．月次調査事項，（１）事業所数，（２）従業者数，（３）業務種類別

等の月間売上高（又は月間契約高・購入額，受注高），（４）その他業種特性に応じた項目，３．

四半期末調査事項，（１）売上高等の将来（来期）見通し，（２）従業者数の充足感， 

※ 

【調査票名】 ７－映画館調査票 
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【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１２９ 調査票承認番号（旧）２６７０７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）映画館（日本標準産業分類小分類８４１）に属する業

務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４８／母７１６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，所在地，事業所名，２．月次調査事項，（１）従業者数，（２）入場者数（上映種

類別），（３）業務種類別等の月間売上高，（４）月間上映回数，（５）スクリーン数及び座席

数，３．四半期末調査事項，（１）売上高及び雇用の見通し， 

※ 

【調査票名】 ８－劇場・興行場，興行団調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６７０８ 調査票承認番号（旧）２７１３０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）劇場・興行場，興行団（日本標準産業分類小分類８４

２）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８５／母６９８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，事業所名，所在地，２．（１）従業者数，（２）入場者数，（４）月間売上高，

３．四半期調査事項，（１）売上高見通し，（２）雇用見通し 

※ 

【調査票名】 ９－ゴルフ場調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 
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【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１３１ 調査票承認番号（旧）２６７０９ 

【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，香川県，福岡県の

８都道府県 （単位）事業所 （属性）ゴルフ場（日本標準産業分類細分類８４４３）に属する業

務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２２０／母２，０２６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，事業所名，所在地，２．月次調査事項，（１）従業者数及びキャディ数，（２）利

用者数，（３）月間売上高，（４）月間営業日数，（５）ホール数，３．四半期調査事項，（１）

売上高見通し，（２）雇用見通し 

※ 

【調査票名】 １０－ゴルフ練習場調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１３２ 調査票承認番号（旧）２６７１０ 

【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，香川県，福岡県の

８都道府県 （単位）事業所 （属性）ゴルフ練習場（日本標準産業分類細分類８４４４）に属す

る業務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３５／母２，７０７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，事業所名，所在地，２．月次調査事項，（１）従業者数，（２）利用者数，（３）

月間売上高，（４）打席数，（５）総賃球数，３．四半期調査事項，（１）売上高見通し，（２）

雇用見通し 

※ 
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【調査票名】 １１－ボウリング場調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１３３ 調査票承認番号（旧）２６７１１ 

【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，香川県，福岡県の

８都道府県 （単位）事業所 （属性）ボウリング場（日本標準産業分類細分類８４４５）に属す

る業務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１２４／母９８４ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，事業所名，所在地，２．月次調査事項，（１）従業者数，（２）利用者数及びゲー

ム数，（４）月間売上高，３．四半期調査事項，（１）売上高見通し，（２）雇用見通し 

※ 

【調査票名】 １２－遊園地・テーマパーク調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１３４ 調査票承認番号（旧）２６７１２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）遊園地，テーマパーク（日本標準産業分類細分類８４

５２）に属する遊園地・テーマパーク業務を営む事業所 （抽出枠）特定サービス産業実態調査名

簿及び業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３３／母１６７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査翌月２０日 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末日現在 

【調査事項】 １．企業名，事業所名，所在地，２．（１）従業者数，（２）入場者数，（３）月間売上高，

３．四半期調査事項，（１）売上高見通し，（２）雇用見通し 

※ 
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【調査票名】 １３－パチンコホール調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１３５ 調査票承認番号（旧）２６７１３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）パチンコホール（日本標準産業分類細分類７６８４）に

属する業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７８／母１，３８７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 
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【調査名】 集落営農活動実態調査 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

【目 的】 「品目横断的経営安定対策」において，担い手として位置づけられた集落営農組織の育成，確保・支

援に係る施策の企画・立案，推進等に必要な資料の整備を行うとともに，「食料・農業・農村基本計

画」の評価の指標とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－集落営農活動実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年５月末） （表章）

全国 

【経 費】 ７，２５７千円 

【備 考】 ７，２５７千円のうち一部 

※ 

【調査票名】 １－集落営農活動実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２５日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１４２ 調査票承認番号（旧）２６７９０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）集落営農の代表者 （抽出枠）集落営農実態調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３，０００／母１２，０９５ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）３月１日現在 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統

計・情報センター→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月末日 

【調査事項】 １．組織の概要について，（１）設立年次，（２）代表者の年齢，性別，（３）基盤整備の状

況，２．経営の内容について，（１）出資額の状況，（２）資金等の調達状況，（３）財務諸表の

整備状況，納税の申告方法等，（４）取組作物の状況，（５）農業生産以外の取組状況，（６）労

働力の状況，（７）資本整備の状況，（８）農産物の販売金額及び農作業受託料金収入，（９）利

益の配分状況，，（１０）集落営農設立前後の変化の状況，（１１）農産物生産等におけるコスト

低減の取り組み状況について，３．集落営農における次期代表者等の状況について，（１）集落営
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農における次期代表者の有無，（２）集落営農の今後の活動状況 
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【調査名】 労働経済動向調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 

【目 的】 景気の動向，労働力需給の変化等が雇用，労働時間，賃金等に及ぼしている影響や，これらの変化や

影響に関する今後の見通し，対応策等について調査し，労働経済の変化の方向，当面の問題点を迅速に

把握し，労働政策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－労働経済動向調査票（２月調査），２－労働経済動向調査票（５月調査），３－労働経済動

向調査票（８月調査），４－労働経済動向調査票（１１月調査） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果の概況」（調査の対象期日の翌月），「調

査結果報告書」（平成２１年２月） （表章）全国 

【経 費】 ２，５１８千円 

※ 

【調査票名】 １－労働経済動向調査票（２月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１４３ 調査票承認番号（旧）２６７５４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，そ

の他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所 

（抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／母２００，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年２月１日現在 （系統）厚生労

働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成２０年２月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由，３．雇用，労働時間の動向，

４．労働者の過不足感，５．雇用調整等の実施状況，６．平成２０年新規学卒者の採用内定状況，
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７．正社員以外の労働者から正社員への登用の状況 

※ 

【調査票名】 ２－労働経済動向調査票（５月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１４４ 調査票承認番号（旧）２６７５５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，そ

の他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び，冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所 

（抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／母２００，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年５月１日現在 （系統）厚生労

働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成２０年５月１５日 

【調査事項】 １．事業所の属性，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由，３．雇用，労働時間の動向，

４．労働者の過不足感，５．雇用調整等の実施状況，６．平成２１年新規学卒者の採用計画等 

※ 

【調査票名】 ３－労働経済動向調査票（８月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１０月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１４５ 調査票承認番号（旧）２６７５６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，そ

の他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所 
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（抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／母２００，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年８月１日現在 （系統）厚生労

働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成２０年８月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由，３．雇用，労働時間の動向，

４．労働者の過不足感，５．雇用調整等の実施状況，６．既卒者の募集採用について，７．新規学

卒者採用枠での募集時期について 

※ 

【調査票名】 ４－労働経済動向調査票（１１月調査） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年１２月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年１月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７１４６ 調査票承認番号（旧）２６７５７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売

業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業及びサービス業（ただし，学術・開発研究機関，そ

の他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び冠婚・葬祭業，政治・経済・文化団体，宗

教，その他のサービス業，外国公務を除く）を営む常用労働者３０人以上を雇用する民営事業所 

（抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／母２００，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）厚生

労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）平成２０年１１月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性，２．生産・売上等の動向と増減（見込）理由，３．雇用，労働時間の動向，

４．労働者の過不足感，５．雇用調整等の実施状況，６．事業の見直しと雇用面での対応状況 
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４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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（１） 新規 

【調査名】 秋田県のサービス事業者に対するアンケート調査 

【実施機関】 秋田県 

【目 的】 県内のサービス業を営む事業者の実態・課題等を把握し，県の施策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－秋田県のサービス事業者にたいするアンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」平成２０年３月予定 （表章）都

道府県 

【経 費】 １００千円 

※ 

【調査票名】 １－秋田県のサービス事業者にたいするアンケート調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７１０６ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）秋田県全域 （単位）事業所及び企業 （属性）常用雇用者規模５人以上の民営事業所 

（抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査民営事業所リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８０７／母４，３０９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成１９年１２月２８日 （系統）秋田県→報告者→秋田県 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票発送日から２週間後 

【調査事項】 １．事業所の概要（１）業種，（２）経営形態，（３）従業員数，（４）売上げ規模，（５）決

算動向，２．事業所としての強み・弱み，ＩＴ等の活用状況，３．広告・宣伝，人材育成方法，

４．経営上の課題，今後の見通し，５．生産性，６．充実が必要な公的支援策，７．その他の意

見， 
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【調査名】 労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査） 

【実施機関】 山口県商工労働部労働政策課 

【目 的】 山口県内の民営事業所における退職金制度及び年次有給休暇の付与・取得状況等の実態を総合的に把

握し，今後の行政施策遂行のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－労働関係総合実態調査票（退職金制度等実態調査） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年３月） （表章）都

道府県 

【経 費】 ２５５千円 

※ 

【調査票名】 １－労働関係総合実態調査票（退職金制度等実態調査） 

【受理年月日】 平成１９年１２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７１０７ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）山口県全域 （単位）事業所 （属性）常時雇用する労働者の数が５人以上の民営事業

所から抽出した２，０００事業所 （抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／母６９，０７２ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成１９年９月３０日現在 （系統）山口県→報告者 

【周期・期日】 （周期）４年 （実施期日）平成１９年１２月１９日 

【調査事項】 １．企業の概要について，２．定年制について，３．退職金制度について，，４．退職一時金制

度について，５．退職年金制度について，６．退職金制度の動向について，７．モデル退職金につ

いて，８．年次有給休暇について 
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【調査名】 公共交通に関する市民アンケート調査 

【実施機関】 北九州市 

【目 的】 公共交通全般に関する市民の意識を把握することにより，本市において「環境首都総合交通戦略」を

策定する上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－公共交通に関する市民アンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）平成２０年３月，北九州市のＨＰ（都市交

通政策課のページ）により公表  （表章）市区町村 

【経 費】 ２，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－公共交通に関する市民アンケート調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７１０８ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）１５歳～８０歳，男女，日本人 （抽出枠）北

九州市住民基本台帳（平成１９年１０月末現在） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／母８０４，１６６ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２０年１月２５日 （系統）北九州市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１月７日～０１月２５日 

【調査事項】 １．フェイス事項，２．交通行動に関する事項（１）自家用車・公共交通の利用状況，（２）公

共交通の路線維持・サービスについて，（３）地球温暖化防止のための公共交通等の利用促進につ

いて， 
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（２） 変更 

【調査名】 介護保険事業計画策定に向けての実態調査 

【実施機関】 神戸市保健福祉局介護保険課 

【目 的】 第４期（Ｈ２１～２３年度）介護保険事業計画策定のための基礎資料と高齢者施策の推進の基礎資料

を得る。 

【調査の構成】 １－高齢者一般調査票，２－在宅要援護者需要調査票，３－特別養護老人ホーム入所（者）に関

する実態調査票（施設票），４－特別養護老人ホーム用介護保険施設入所者調査票（個人票Ａ），

５－特別養護老人ホーム用介護保険施設入所者調査票（個人票Ｂ），６－老人保健施設入所（者）

に関する実態調査票（施設票），７－老人保健施設用介護保険施設入所者調査票（個人票Ａ），８

－老人保健施設用介護保険施設入所者調査票（個人票Ｂ），９－介護療養型医療施設入院（者）に

関する実態調査票（施設票），１０－介護療養型医療施設用介護保険施設入院者調査票（個人票

Ａ），１１－介護療養型医療施設用介護保険施設入院者調査票（個人票Ｂ） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年４月） 

（表章）市区町村 

【経 費】 ７，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－高齢者一般調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４４ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）一般高齢者  （抽出枠）被保険者データ，受給

者データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（世帯） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月２８日 

【調査事項】 １．家族構成，２．日常生活の状況，３．介護予防の取組，４．介護保険料の負担感，５．将来

希望する介護保険施設等 
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※ 

【調査票名】 ２－在宅要援護者需要調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４４ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）要介護（要支援）認定者 （抽出枠）被保険者デ

ータ，受給者データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（世帯） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月２８日 

【調査事項】 １．家族構成，２．日常生活の状況，３．健康維持への取組，４．介護サービスの利用状況，

５．介護者保険料の負担感，６．介護者の状況等 

※ 

【調査票名】 ３－特別養護老人ホーム入所（者）に関する実態調査票（施設票） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）特別養護老人ホーム  （抽出枠）介

護保健施設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設の状況，２．職員の配置状況，３．入所者・退所者の状況，４．口腔ケアの実施状況，

５．高齢者の介護支援ボランティア活動等 

※ 

【調査票名】 ４－特別養護老人ホーム用介護保険施設入所者調査票（個人票Ａ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 
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【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）特別養護人ホーム （抽出枠）介護保

健施設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設入所者（４，６００人）の入所期間，２．入所前の居宅，３．在宅復帰に関する見込

み，４．入所理由等 

※ 

【調査票名】 ５－特別養護老人ホーム用介護保険施設入所者調査票（個人票Ｂ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）特別養護老人ホーム （抽出枠）介護

保健施設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設退所者（１，２００人）の退所期間，２．退所前の居宅，３．退所後の行先等 

※ 

【調査票名】 ６－老人保健施設入所（者）に関する実態調査票（施設票） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）老人保健施設 （抽出枠）介護保健施

設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 
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【調査事項】 １．施設の状況，２．職員の配置状況，３．入所者・退所者の状況，４．口腔ケアの実施状況，

５．高齢者の介護支援ボランティア活動等 

※ 

【調査票名】 ７－老人保健施設用介護保険施設入所者調査票（個人票Ａ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）老人保健施設 （抽出枠）介護保健施

設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設入所者（４，０００人）の入所期間，２．入所前の居宅，３．在宅復帰に関する見込

み，４．入所理由等 

※ 

【調査票名】 ８－老人保健施設用介護保険施設入所者調査票（個人票Ｂ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）老人保健施設 （抽出枠）介護保健施

設一覧 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）４４／母４４ ２４００／４８００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者

（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設退所者（２，４００人）の退所期間，２．退所前の居宅，３．退所後の行先等 

※ 

【調査票名】 ９－介護療養型医療施設入院（者）に関する実態調査票（施設票） 
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【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）介護

保健施設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設の状況，２．職員の配置状況，３．入所者・退所者の状況，４．口腔ケアの実施状況，

５．高齢者の介護支援ボランティア活動等 

※ 

【調査票名】 １０－介護療養型医療施設用介護保険施設入院者調査票（個人票Ａ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）介護

保健施設一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設入院者（１，０００人）の入院期間，２．入院前の居宅，３．在宅復帰に関する見込

み，４．入院理由等 

※ 

【調査票名】 １１－介護療養型医療施設用介護保険施設入院者調査票（個人票Ｂ） 

【受理年月日】 平成１９年１２月５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６３ 受理番号（旧）１０４４４５ 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）保健・医療施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）介護

保健施設一覧 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成

１９年１２月１日現在 （系統）神戸市→報告者（施設） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年１月１１日 

【調査事項】 １．施設退院者（１，０００人）の退院期間，２．退院前の居宅，３．退院後の行先等 
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【調査名】 要介護認定モデル事業報告 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 平成２０年に予定されている要介護認定モデル事業に関して，その認定調査の実行可能性を検証する

こと及び作成中の要介護認定理論の信頼性向上のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－要介護認定モデル事業報告に関する調査報告表 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年３月末） （表章）

全国 

【経 費】 ９５，０１８千円 

※ 

【調査票名】 １－要介護認定モデル事業報告に関する調査報告表 

【受理年月日】 平成１９年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６４ 受理番号（旧）２０５０３２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市区町村 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１２９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者（市区町村） 

【周期・期日】 （周期）関連法令改正により要介護認定制度変更のつど （実施期日）平成１９年１２月 

【調査事項】 １．保険者番号，２．被保険者番号，３．年齢，４．性別，５．介護サービスの利用状況，６．

要介護等の認定に際しての判断要素となる主治医の意見，７．運動能力等の状況等 



 73

【調査名】 高齢者の生活と健康に関する調査，高齢期の生活と健康に関する意識調査 

【実施機関】 京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

【目 的】 介護保険制度や高齢者保健福祉施策全般に対する市民の意向を把握し，「京都市民長寿すこやかプラ

ン」の見直しに向けての基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（高齢者一般用），２－高齢期の生活と健康に関す

る意識調査調査票（若年者用），３－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（居宅サービス利用

者用），４－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（居宅サービス未利用者用） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年４月） 

（表章）都道府県 

【経 費】 ８，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（高齢者一般用） 

【受理年月日】 平成１９年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６５ 受理番号（旧）１０４４３７ 

【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）個人 （属性）要介護（要支援）認定を受けていない６５歳以上 

（抽出枠）住民基本台帳データ，外国人登録データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／母２４５，４４５ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月１４日～１２月２８日 

【調査事項】 １．基本属性，２．身体・生活の状況，３．外出や生きがい活動の状況，４．介護予防に関する

取り組みと意向，５．介護と在宅生活に対する意向，６．介護保険精度に対する意向 

※ 

【調査票名】 ２－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（居宅サービス利用者用） 

【受理年月日】 平成１９年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６５ 受理番号（旧）１０４４３７ 

【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）個人 （属性）介護保険の居宅サービス利用者 （抽出枠）介護
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保険被保険者受給者台帳データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／母３０，７４４ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月１４日～１２月２８日 

【調査事項】 １．基本属性，２．身体・生活の状況，３．外出や生きがい活動の状況，４．介護サービスの利

用状況と利用意向，５．介護サービスの未利用理由，６．介護サービス等の情報に対する意向，

７．施設入所への入所申込の状況，８．介護予防に関する取り組みと意向，９．介護と在宅生活に

対する意向，１０．保険料・利用料に対する意向，１１．在宅介護の状況と意向 

※ 

【調査票名】 ３－高齢者の生活と健康に関する調査調査票（居宅サービス未利用者用） 

【受理年月日】 平成１９年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６５ 受理番号（旧）１０４４３７ 

【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）個人 （属性）介護保険の居宅サービス未利用者 （抽出枠）介

護保険被保険者台帳データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／母８，９７８ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月１４日～１２月２８日 

【調査事項】 １．基本属性，２．身体・生活の状況，３．外出や生きがい活動の状況，４．介護サービスの利

用状況と利用意向，５．介護サービスの未利用理由，６．介護サービス等の情報に対する意向，

７．施設入所への入所申込の状況，８．介護予防に関する取り組みと意向，９．介護と在宅生活に

対する意向，１０．保険料・利用料に対する意向，１１．在宅介護の状況と意向 

※ 

【調査票名】 ４－高齢期の生活と健康に関する意識調査調査票（若年者用） 

【受理年月日】 平成１９年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６５ 受理番号（旧）１０４４３７ 

【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）個人 （属性）４０歳以上６５歳未満 （抽出枠）住民基本台帳
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データ，外国人登録データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／母４５２，８４４ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１２月１４日～１２月２８日 

【調査事項】 １．基本属性，２．身体・生活の状況，３．外出や生きがい活動の状況，４．介護予防に関する

取り組みと意向，５．介護と在宅生活に対する意向，６．介護保険精度に対する意向 
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【調査名】 労働条件等実態調査 

【実施機関】 札幌市 

【目 的】 札幌市内の民間事業所における労働条件等の実態を明らかにすることで，今後における札幌市の雇

用・労働問題対策事業の基礎的資料を得ることを目的とする。また，今回の調査では新たな問題となっ

ている，正規・非正規社員の格差及びメンタルヘルスについても併せて調査を行う。 

【調査の構成】 １－労働条件等実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年３月） 

（表章）市区町村 

【経 費】 ８２６千円 

【備 考】 （内訳：業務委託分７５６千円，郵送返送分等７０千円） 

※ 

【調査票名】 １－労働条件等実態調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６６ 受理番号（旧）１０５０６９ 

【調査対象】 （地域）札幌市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類による建設業，製造業，情報

通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店・宿泊業。医療・福祉，教育，

学習支援業，サービス業の１１業種に属する民間事業所のうち，従業員規模が５人以上の事業所。 

（抽出枠）札幌商工会議所会員企業情報データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／母１７，５７８ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成１９年１２月１日現在 （系統）札幌市→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成１９年１２月１７日～平成２０年１月１０日 

【調査事項】 １．事業所の概要について，２．賃金等について，３．労働時間制と休暇制度について，４．介

護休暇について，５．高年齢・障害のある労働者について，６．パートタイム等非正社員につい

て，７．メンタルヘルスについて 
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【調査名】 県民生活基本調査 

【実施機関】 岩手県総合政策室調査統計課 

【目 的】 県民の生活や行動に関し，その実態や質的変化を把握し，この調査結果を今後の政策評価や施策の企

画・立案に活用する基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－県民生活基本調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成２０年度６月中旬） （表

章）都道府県 

【経 費】 ３，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－県民生活基本調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６７ 受理番号（旧）１０５０４５ 

【調査対象】 （地域）岩手県全域 （単位）個人 （属性）岩手県内に居住する２０歳以上の男女個人 （抽

出枠）市町村の選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／母１，３８５，０４１ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩手県→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）２月１日 

【調査事項】 １．居住する地域の商店街について，２．県内産の農林水産物の利用について，３．隣近所との

付き合いについて，４．災害への対応について，５．犯罪被害にあわないために努めている行動に

ついて，６．交通安全のために努めている行動について，７．健康に留意した生活について，８．

かかりつけ医について，９．家事労働について，１０．環境保全などのために努めている行動につ

いて，１１．ごみの減量化などのために努めている行動について，１２．公共交通機関の利用につ

いて，１３．インターネットの利用について，１４．市民活動について，１５．地域が一体となっ

て子どもを育てることについて，１６．伝統芸能や歴史遺産について，１７．日帰り観光などにつ

いて，１８．フェイス事項について 
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【調査名】 衛生行政報告例 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県，指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握し

て，国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 明治１９年以降内務報告例（明治１９年内務省令第１７号）として報告されていたものを，昭和１３

年の厚生省設置に伴い，新たに「厚生省報告例」（昭和１３年訓令第１３号）を制定した。昭和２４年

の全般的な報告事項の整理改善の際に，本報告例の所管が大臣官房総務課から大臣官房統計情報部に移

管された。  平成１２年に「厚生行政報告例」が廃止され，「衛生行政報告例」が発足し，平成１４

年には，「母体保護統計報告」を統合し，現在に至る。 

【調査の構成】 １－衛生行政報告例 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「保健・衛生行政業務報告」（集計終了後） （表

章）全国・都道府県・指定都市・中核市 

【経 費】 ４８，４９８千円 

※ 

【調査票名】 １－衛生行政報告例 

【受理年月日】 平成１９年１２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６８ 受理番号（旧）２０６１２５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９９ （配布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 

（把握時）年度間 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年・２年 （実施期日）年度報＝翌年度５月末，隔年報＝当該年の翌年の２月末 

【調査事項】 １．精神障害者申請・通報・届出及び移送の状況，２．精神障害者措置入院・仮退院状況，３．

医療保護入院・応急入院及び移送による入院届出状況，４．精神医療審査会の審査状況，５．精神

障害者保健福祉手帳交付台帳登載数，６．精神保健福祉センターにおける相談等，７．精神保健福

祉センターにおける技術指導等，８．精神保健福祉センターにおける職種別職員設置状況，９．栄

養士免許交付，１０．調理師免許交付，１１．就業調理師，１２．給食施設，１３．特定給食施設
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に対する指導・監督，１４．衛生検査，１５．衛生検査機関における機器設備状況，１６．地方衛

生研究所における職種別職員設置状況，１７．特定建築物における環境衛生，１８．建築物環境衛

生に係る登録営業所，１９．墓地，火葬場及び納骨堂，２０．埋葬及び火葬並びに改葬，２１．興

行場，２２．ホテル営業，旅館営業，簡易宿所営業及び下宿営業，２３．公衆浴場，２４．理容

所，２５．美容所，２６．クリーニング，２７．許可を要する食品関係営業施設，２８．許可を要

しない食品関係営業施設，２９．食品衛生管理者，３０．製菓衛生師免許交付状況，３１．食品等

の収去試験，３２．乳の収去試験，３３．乳処理量，３４．環境衛生及び食品衛生関係職員，３

５．医療法第２５条の規定に基づく立入検査，３６．医療法人に対する指導・監督，３７．就業あ

ん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師及び柔道整復師，３８．あん摩，マッサージ及び指圧，

はり，きゅう並びに柔道整復の施術所，３９．就業歯科衛生士の年齢階級別状況，４０．就業歯科

技工士の年齢階級別状況，４１．歯科技工所，４２．准看護師の免許交付，４３．就業保健師の年

齢階級別状況，４４．就業助産師の年齢階級別状況，４５．就業看護師の年齢階級別状況，４６．

就業准看護師の年齢階級別状況，４７．就業保健師・助産師・看護師・准看護師の従事期間状況，

４８．薬局，４９．薬事監視，５０．毒物劇物監視，５１．不妊手術，５２．人工妊娠中絶，５

３．特定疾患（難病）医療受給者証所持者数，５４．特定疾患（難病）登録者証所持者数，５５．

特定疾患（難病）医療受給者証・登録者証の変更状況，５６．特定疾患（難病）医療受給者証所持

者の状況，５７．狂犬病予防 
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【調査名】 大阪市観光動向調査 

【実施機関】 大阪市 

【目 的】 大阪市の観光集客力の向上に向けて，今後の施策展開を図るうえでの基礎的なデータ収集を行う。 

【調査の構成】 １－大阪市観光動向調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」平成２０年夏（予定） 

（表章）市区町村 

【経 費】 ４，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－大阪市観光動向調査票 

【受理年月日】 平成１９年１２月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０６９ 受理番号（旧）０ 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市内の主要宿泊施設を訪れるビジター （抽

出枠）大阪市内ホテルガイド他 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５，０００ （配布）ホテルフロント （取集）ホテルフロント 

（記入）自計 （把握時）平成２０年１月中旬 （系統）大阪市→民間調査機関→ホテル担当者→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１月中旬 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．同伴人員，４．パック旅行の利用，５．チェックインした曜日，６．

訪問頻度，７．出発地，８．経由地，９．宿泊日数，１０．利用交通機関，１１．宿泊理由，１

２．訪問先，１３．旅行費用（総額，交通費，食費，宿泊費，土産物代，入場料・観劇料，雑

費），１４．購入した土産物，１５．大阪市のサービス水準・魅力評価，１６．大阪市に期待する

点，１７．期待した点の結果，１８．大阪に対するイメージ，１９．大阪観光大使の周知，２０．

事前情報入手，２１．大阪市への再訪希望，２２．エリア別訪問先， 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

(4) (4) (4) (12)

83 59 81 67 58 71 72 25 18 25 35 11 4 6 615

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 5 1 5 3 6 3 6 2 96

(3) (4) (4) (5) (16)

105 77 91 72 63 76 77 26 23 28 41 14 10 8 711

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 78 34 8 12 8 3 10 6 479

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 137 25 35 33 30 14 23 15 575

(1) (1) (1) (3)

34 40 74 129 123 183 215 59 43 45 38 17 33 21 1054

2 2 0 0 0 1 5

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (28)

22 10 16 13 14 35 32 8 11 8 6 2 3 9 189

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (29)

23 11 18 13 15 35 32 8 11 8 6 2 3 9 194

(1) (1) (1) (1) (4)

102 106 101 108 142 139 134 50 6 23 7 6 14 14 952

308 298 312 278 193 216 185 56 51 41 44 44 50 39 2115

5 2 7 10 3 3 1 1 1 1 34

3 2 8 2 2 2 2 2 4 27

(2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (12)

380 355 321 358 299 355 277 44 82 70 41 66 90 46 2784

(2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (12)

688 661 635 643 502 576 473 102 136 114 87 113 141 89 4960

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局

83



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 227 63 56 90 53 37 56 70 2979

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 64 22 24 17 17 29 6 17 651

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 3 207

3 4 3 5 5 6 2 1 1 1 1 32

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (15) (2) (2) (2) (2) (1) (114)

143 182 226 154 80 91 51 34 32 25 24 13 17 14 1086

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (15) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (122)

711 730 767 621 532 512 350 119 116 135 95 82 80 105 4955

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 91 10 24 5 26 2 27 24 995

11 1 7 11 27 4 61

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 60 13 11 9 15 11 3 3 571

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (23) (5) (3) (12) (3) (12) (3) (4) (207)

309 249 272 212 186 166 146 24 21 9 13 14 9 15 1645

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (24) (5) (3) (12) (4) (12) (3) (4) (232)

579 462 490 394 395 306 297 47 67 24 61 38 66 46 3272

(30) (49) (22) (27) (9) (13) (5) (1) (1) (157)

126 202 176 175 218 215 196 48 45 55 30 11 38 43 1578

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (11) (4) (1) (2) (208)

223 243 179 172 124 131 80 21 20 15 34 28 54 15 1339

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (24) (9) (1) (1) (1) (2) (365)

349 445 355 347 342 346 276 69 65 70 64 39 92 58 2917

(4) (12) (14) (11) (11) (6) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (67)

2 1 4 11 1 1 1 2 23

65 116 168 122 122 65 74 19 6 16 10 26 16 24 849

30 52 84 61 61 29 39 10 3 8 5 13 8 9 412

2591 2532 2533 2328 2118 2173 1865 480 469 449 400 312 440 353 19043

2621 2584 2617 2389 2179 2202 1904 490 472 457 405 325 448 362 19455

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名

84



年（月） 備　考

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

(4)

3 3 1 1

1

(4)

3 1 3 1 1

4 6 8 1 3

3 5 7 3 7 1

3 4 5 6 7 11 1 7 4

1

(4)

2 1 1

(4)

2 1 1

(1)

1 7 (1)

2 9 16 2 3 2 1 4

(1)

2 5 5 8 16 9 13

(1)

2 5 7 9 24 18 12 15 1 4

(注) １．この表は、統計報告調整法により、承認された統計報告を調査票の様式単位で示したものである。

　　　２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

３．農林水産省大臣官房統計部の平成15年６月までの欄は、旧農林水産省大臣官房統計情報部実

　施のものである。

４．従来総務省の内訳としていた公正取引委員会実施分は、平成15年4月以降は内閣府のその他の

　欄に計上している。

小 計

大 臣 官 房
統 計 情 報 部
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中 央 労 働
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文 部 科 学 省

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

国 税 庁

小 計

平成19年

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(1)

財
　
務
　
省

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

実施機関名

経 済 社 会
総 合 研 究 所内

　
閣
　
府

総
　
務
　
省

そ の 他
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承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(2)

備　考

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

1 24

4 11

2 2

1 1

(2)

8 3 2 2 7 5 8 8

(2)

1 12 3 39 1 2 7 5 8 8 3

2 1 1 1 1 19

6 4

2 1

(2) (1)

6 4 1 2 1 2

(2) (1)

6 12 1 5 2 1 3 3 21

3 4 1 1 1 2

6 4 2 3 10 2 5 2 2

9 4 5 3 1 5 10 2 5 2 2

(1)

2

8 4 2 2

4 2 1 1

25 20 34 59 18 45 31 31 23 18 22 34

25 20 34 63 20 45 31 32 23 19 22 34

環 境 省

合
　
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数
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国
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省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名

平成19年
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届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

新 規 58 54 43 39 32 27 10 1 5 8 8 4 4 8 301

変 更 69 72 99 108 88 79 81 22 15 23 29 15 30 30 760

中 止 6 3 7 11 8 1 1 2 1 1 5 5 51

新 規 358 282 367 354 355 389 302 84 75 63 67 72 80 63 2911

変 更 329 299 199 140 177 210 178 40 88 29 74 62 54 87 1966

中 止 4 4 8 2 15 16 31 8 10 4 4 7 4 24 141

新 規 105 82 85 124 139 127 94 36 26 28 240 371 30 38 1525

変 更 131 65 55 49 61 114 81 12 24 24 16 12 14 15 673

中 止 1 1 5 2 11 1 1 3 2 1 28

新 規 2 6 2 1 11

変 更 10 9 10 16 16 9 3 2 2 2 1 1 81

中 止 2 3 1 1 1 1 1 1 11

新 規 523 424 495 517 528 543 406 122 106 99 315 447 114 109 4748

変 更 539 445 363 313 342 412 343 76 127 78 121 90 98 133 3480

中 止 13 4 14 11 31 19 51 11 12 10 6 10 10 29 231

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県

年（月）

実施機関名
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届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

備　考

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

新 規 1 1 2 1 1

国 変 更 1 2 6 1 1 2 1 3 2

中 止 3

新 規 5 3 2 4 4 4 7 11 12 6 4 2

変 更 3 3 1 4 5 5 3 7 3 1

中 止 3 1 1 1

新 規 4 2 4 6 13 5 4 1

市 変 更 1 1 2 1 1 4

中 止

新 規

変 更 2 1

中 止

新 規 9 5 3 5 6 9 7 17 26 11 8 3

変 更 6 2 10 1 1 6 8 7 4 8 7 7

中 止 6 1 1 1

平成19年

合
　
計

都
道
府
県

日
　
銀
　
等

年（月）

実施機関名
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